
議
案
第
百
三
号

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

提
出
者

中
央
区
長

山

本

泰

人

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

中
央
区
立
中
央
会
館
の
指
定
管
理
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
し
ま
す
。

記

一

施

設

の

名

称

中
央
区
立
中
央
会
館

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
中
央
区
明
石
町
二
番
一
号

松
屋
グ
ル
ー
プ
・
オ
ー
エ
ン
ス
共
同
体

代
表
者

株
式
会
社
ア
タ
ー
ブ
ル
松
屋

代
表
取
締
役

寺

輪

佳

輝

三

指

定

の

期

間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
説

明
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
及
び
中
央
区
立
中
央
会
館
条
例

（
昭
和
四
十
八
年
十
月
中
央
区
条
例
第
二
十
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
案
を
提
出
し
ま
す
。


